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保育D Xの目指すべき姿

自治体
職員

保育施設
等職員

提出された書類の審査や
システムへの入力作業等の業
務負担が大きい

・保育施設等から提出された書類から必要
な情報を抜き出して自治体の業務システム
へ転記するための入力やチェック作業に多
くの時間を要する

・誤りや記入漏れがあった場合の施設とのや
り取りや、入所手続や制度、施設情報等
に関する保護者からの個別の問合せ対応
にも多くの時間を要する

As is

給付請求や監査の書類作
成等の事務負担が大きい

・給付請求や監査等の場面で、保育施
設等は多くの書類作成が必要であり、保
育士等の事務負担が大きい

・自治体により書類様式が異なるため、
複数の自治体で事業を行っている事業
者にとっては対応が大きな負担

・保護者からの施設見学予約や問合せ
への電話対応に時間を要する

・市区町村と都道府県で求められる項目
が重複するケースもある

多くの
書類作成…

B市

A市

C市

自治体ごとに
違う様式

重複した項目
を何度も作業

入力作業が大変…

記入漏れ等があれば
施設に連絡

To be

オンラインでのデータ連携により、
アナログでの書類作成を不要に

入力・審査業務の負担軽減

・給付・監査等に必要な情報を、施設管理プラット
フォームに入力・アップロードすることにより、アナログ
での書類作成を不要に

・給付・監査業務の標準化を進め、一度入力した
情報を再度別の報告で入力する必要や、各自
治体独自の様式に対応する必要も不要に

・施設見学予約のオンライン化により、保護者から
の日中の電話対応の負担が軽減

・保育施設等の事務負担を軽減することで、こども
と向き合う時間を確保

連携基盤

書類作成不要！

自治体独自の様式への
対応も不要！

重複する報告も不要！

システム入力の
作業負担軽減！

サポート機能で
チェック作業も簡単に！

連携基盤

子育て
世帯

保活の負担が大きい

・手続や施設の情報が散逸しているため、必
要な情報収集に手間と時間が掛かる

・施設見学は開園時間中に電話で予約す
ることが必要なため、 子育てで忙しい中大
きな負担

・申請書への手書きでの記入や、提出のた
めに妊娠中や子連れで窓口を訪問する必
要があるなど、入所申請手続が負担

保活の手続がワンストップで完結

・以下の保活の手続が全てオンライン・ワンス
トップで可能に
①保活情報収集
②施設見学予約
③入所申請

・保護者の負担を軽減し、子育てと仕事・家事
との両立に向けた不安感やストレスを軽減

手続や施設の情報がまと
まっていて探しやすい！

オンラインで、いつでも、どこでも
施設見学予約や入所申請！

１つのシステム
（＝ワンストップ）
で手続きができる

から迷わない！ 2

・保育施設等から施設管理プラットフォームにアップロード
されたデータを、自治体の業務システムに自動的に取り
込むことで、業務システムへの入力作業の負担軽減

・施設管理プラットフォームにおいて、給付計算等のサ
ポート機能を一元的に提供することで、自治体職員の
チェック作業を省力化するとともに漏れ・誤りを防止

・必要な保活情報を保護者が簡単に入手可能となるこ
とで、個別の問合せが減少

・自治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向
上に関わる業務に注力



保育D Xによる現場の負担軽減
課 題 対 策 効 果

➢ 保育施設等のICT導

入は限定的で、手書き、
アナログの業務も多い。

➢ 給付・監査の事務で、
多くの書類作成を
求められている。

➢ 自治体によって、書類
の様式も異なる。

➢ 自治体においても、
多くの書類の管理や
煩雑な審査が必要。

➢ 情報収集、見学予約、
窓口申請等の手続が
バラバラで煩雑。

➢ 入所決定に多くの時
間を要すため、入所に
向けた準備の支障に。

➢ 施設では、見学予約に
電話で対応。

➢ 自治体の、保育認定、
点数計算、施設割振
等の事務が煩雑。

保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備

◆ 保育施設等のICT導入や業務支援アプリの活用を推進。

◆ 給付・監査の事務の標準化を進めて、保育施設等と自治体の間でオンライン手続
を行うための施設管理プラットフォーム（※）を整備。
（※）国がガバメントクラウド上で稼働する共通システムを整備し、各自治体はそれを利用することを想定。

◆ 保育施設等は、業務支援システムから、施設管理プラットフォームに必要な情報を
提出、自治体は、施設管理プラットフォームを参照して、各種事務を効率的に処理。

◆ デジ田交付金TYPE Sを活用して保育業務のワンスオンリーを試行。

保活ワンストップシステムの全国展開

◆ 入所申請や届出情報の標準化を進めて、保護者・施設・自治体の間で保活に関す
る情報を受け渡しするための連携基盤を整備。

◆ 保護者は、情報収集、見学予約、窓口申請等の一連の保活手続を、スマホからの
ワンストップ・オンラインで完結。

◆ 自治体は、オンライン申請された情報を業務システムに取り込むことで業務効率化。

◆ デジ田交付金TYPE Sを活用して保活ワンストップを試行。

➢ 事務の効率化により、
保育士等がこどもと
向き合う時間を確保。

➢ 施設の人材確保や働
き続けやすい職場づく
りを支援。

➢ 自治体の負担軽減に
より、保育の質の向上
に関わる業務に注力。

➢ 保活での保護者の
不安やストレスを軽減。

➢ 施設では、見学予約を
オンライン受付。

➢ 自治体の業務効率化
により、入所決定まで
の期間を短縮。

➢ マッチング精度の向上と
自治体事務の迅速化
により、入所施設への
利用満足度を向上。

施設の
給付・監査事務
を効率化

保護者の
保活手続
を効率化

B
市

A
市

C
市

33

施設管理PF

施設管理PF



これまでの主な経緯
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令和３年 ➢ 地方自治体における子ども・子育て支援に係る業務プロセス・情報システムの標準化に向けた検討を行うため、
「子ども・子育て支援システム標準化検討会」を開催、同検討会の下に３つのWGを設置して検討

令和４年 ➢ 上記検討会の議論を経て、「子ども・子育て支援システム標準仕様書」（第1.0版）（令和４年８月31日）
を策定・公開
・標準仕様書のほか、業務フロー・ツリー図、機能要件、帳票要件、帳票印字項目、帳票レイアウトも策定

令和５年 ➢ 「子ども・子育て支援システム標準仕様書」（第1.1版）（令和５年３月31日）を改訂・公開

➢ こども政策担当大臣をチームリーダーとする「こども政策DX推進チーム」（９月１日）において、保育DXの推進
の方向性について紹介

➢ デジタル行財政改革会議（12月20日）において、加藤こども政策担当大臣より保育DX （保育ワンスオンリー、
保活ワンストップ）について説明

令和６年 ➢ デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプTYPE S（保育ワンスオンリー、保活ワンストップ）の公募
・採択団体・・・保育：埼玉県上尾市、大阪府箕面市、福岡県北九州市、佐賀県佐賀市

保活：東京都（板橋区、足立区、調布市と共同）

➢ 保育現場でのＤＸの推進に向けた調査研究事業（令和５年度補正予算）の実施
・受託事業者：EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

➢ 同調査研究事業の一環として、「保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会」の開催



政府文書における記載

こどもまんなか実行計画2024（令和６年５月こども政策推進会議決定）

保育ＤＸによる現場の負担軽減 

「保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備」と「保活ワンストップシステムの全国展開」により、保育士等の負担軽減による保育の質の確保や保護者の
負担軽減による子育てと仕事の両立支援を進める。【こども家庭庁】

２．各分野の現状と政府の取組

（保育DXによる現場の負担軽減）

＜保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備＞
現状では、保育施設におけるICT導入は限定的で、手書きやアナログの業務が存続しているため、給付・監査等の場面で多くの書類作成が必要となっており、
保育士等の事務負担が大きくなっている。自治体においても、多くの書類管理や煩雑な審査が必要であり、担当者の事務負担が大きくなっている。これらの課
題の解決を図るため、保育業務のワンスオンリーの実現に向けた基盤を整備し、保育施設・自治体の業務効率化を図る。
そのため、保育所等のICT導入や業務支援アプリの活用を推進するとともに、デジタル田園都市国家構想交付金TYPESを活用した試行を踏まえ、2025年
度までに給付・監査等の様式・通知等の見直しを進めるとともに、保育施設や自治体の業務システムと連携した全国共同データベースを整備することにより、同
年度中にデータ連携に基づく新たな業務の運用を開始し、2026年度以降その全国展開を進める。

これにより、保育士等の事務負担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、保育施設における人材確保や働き続けやすい職場づくりを支援する。ま
た、自治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務への注力を可能とする。

＜保活ワンストップシステムの全国展開＞

現状では、保育所入所申請にあたり、必要な情報収集や施設見学予約、窓口申請等の一連の「保活」に係る保護者の負担が大きく、また入所決定通知ま
でに多くの時間を要するため、こどもの入所や保護者の復職に向けた準備への支障となる場合もある。また、自治体においても、保育認定、点数計算、施設割
振等に係る担当者の事務負担が大きくなっている。これらの課題の解決を図るため、保活ワンストップシステムの全国展開を図る。

そのため、デジタル田園都市国家構想交付金TYPESを活用した試行を踏まえ、一連の「保活」がワンストップで完結できるよう、「保活」に関わる様々な情報
を整理し、システムや行政手続間の連携を確保するとともに、保育入所申請のオンライン化・ワンスオンリーの実現に向けて、申請事務・届出情報の標準化や、
再調整・引越しの際の申請手続の簡素化を進め、2025年度に所要の通知等の見直しを行い、2026年度の入所申請に向けた「保活」から運用改善を開始
する。
これにより、保護者の「保活」に係る負担を軽減し、子育てと仕事・家事との両立に向けた不安感やストレスを軽減するとともに、自治体担当者の事務負担の
軽減や入所決定通知までの期間の短縮を図る。さらに、マッチング精度の向上と自治体事務の迅速化により、入所希望とのミスマッチ等による待機児童の発生
を抑制するとともに、保護者の入所施設への満足度の向上を図る。

デジタル行財政改革会議 中間とりまとめ（令和５年１２月２０日デジタル行財政改革会議決定）
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￥

今後の主なスケジュール
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令和６
年度

令和７
年度

令和８
年度～

➢ 施設管理プラットフォーム、保活情報連携基盤の全国展開

➢ 上記を踏まえ、施設管理プラットフォーム・保活情報連携基盤の仕様作成、調達・整備、試行運用

➢ 下記の基盤構築に必要な業務フローやデータセット等の標準化の検討（本協議会・WGの射程）
➢ デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ TYPES）による実証

国

施設レジストリ
施設情報データベース

保育ICT
システム

保育ICT
システム

保育施設

市区町村

都道府県

保育施設
A

保育施設
B

事業者S

施設管理プラットフォーム   

監査モジュール 給付モジュール

独自補助

システムX市業務
システム Z市業務

システム

W県業務
システム

Y県業務
システム

給付や監査に必要な
データを連携

※標準的な事務フロー
やデータセットに準拠

※給付に係る単価や
ロジック、計算機能
等も提供

データ
連携

※独自補助制度
はサブシステム
で対応

給付や監査に必要な
データを参照、取得

民間保活システム

保活情報連携基盤

   

施設レジストリ
施設情報データベース

制度レジストリ
子育て支援制度データベース

入所関連情報
（手続情報、施設情報等）

業務システム
（子育て支援）

…
保育施設

A

保育施設

B

ぴったりサービス/

電子申請システム 

子育て世帯

データ登録

②オンライン
見学予約

保育ICT

システム

保育ICT

システム

①保活情報検索

②オンライン見学予約

③オンライン入所申請

③オンライン入所申請

③オンライン入所申請

②オンライン
見学予約

データ連携

手続情報・施設情報 予約管理 申請管理

使いやすいUI/UX

※システム構築
のイメージ

W県X市 Y県Z市
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こ ど も 政 策 D X の 実 現 に 向 け た 実 証 事 業

３  実施主体等

令和５年度補正予算：10億円

国（民間事業者等へ委託）

国

受託事業者

実証事業実施団体
（地方自治体等）

委託

事業管理等

･各事業の管理・検証
･調査研究、体制整備
･報告書等作成

･各事業の実施
（事業者と連携）

※①及び②の想定スキーム【事業内容】
①こども政策DXモデル事業の実施
 ・地方自治体や保育施設等において、行政手続や事務処理等のDXの取組を実証的に行う。
 ・出生窓口、保育実務、母子保健等の幅広い領域で実施。
 ・有識者検討会を開催しながら各事業の効果や課題、留意点等を整理・検証し、これらをまとめた報告書

等を作成し、横展開することで全国の地方自治体等のこども政策DXの取組を推進。
 ・実証事業等を踏まえ国で行うべきシステム開発等に係るDX戦略・人材育成、仕様書等検討、セキュリティ

対策等もあわせて行う。

②こども・子育て分野における生成AI利用に係る調査研究
 ・地方自治体や保育施設等において、生成AIを利用した取組を実証的に行う。
 ・保育、母子保健、安全対策、伴走型相談支援等の幅広い業務で実施。
 ・有識者検討会を開催しながら各事業の効果や課題、留意点等を整理・検証し、生成AI利用

のガイドライン等を作成することで全国の地方自治体等の適切な生成AI利用を進める。
 ※[生成AI利用の想定場面例] 住民からの子育て相談や問合せ対応、広報文等作成・マニュアル等改定

 保育時における画像生成AI等利用、保育施設等における研修資料作成、園周辺の安全対策案の策定等

③保育現場でのＤＸの推進に向けた調査研究事業
 ・有識者や関係者（地方自治体、保育施設、ベンダー等）の参画を得て、以下の調査研究を行う。

(1)地方自治体において行う給付事務・監査事務の実態把握
(2)保育施設等において行う保育業務・管理運営業務の実態把握

   (3) (1) (2)の事務の標準化・デジタル化の検討及びそのために必要な共通データベースの在り方の検討
（データベースの構築主体、各種ICTツールとのデータ連携を可能とする標準規格、ユーザーインターフェースの仕様）等

２  事業の概要・スキーム

○ 地方自治体や子育て関連事業者等が行政手続や事務処理等のデジタル化・ICT化や生成AIの利用等を効果的に進められるよう、こども政策DXに係る
モデル事業等を短期集中で実施し、効果や課題、留意点等をまとめた報告書やガイドライン等を作成し、横展開を図る。また、特に手続負担や業務負
担が大きいとされる保育現場でのＤＸについて、デジタル行財政改革の積極的な推進の観点から、取組の具体化に向けた調査研究を実施する。これら
によりこどもや子育て中の方々の利便性向上と子育て関連事業者・地方自治体等の事務負担軽減を図り、「こどもまんなか社会」の実現を目指す。

１  事業の目的

長官官房 総務課（※２③のみ成育局 保育政策課）
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保育現場でのDX推進に向けた調査研究事業内容について

対象業務

〇保活
• 保育所等入所申請業務

〇子どものための教育・保育給付
• 教育保育・給付認定業務
• 利用調整業務
• 施設型給付業務

〇子育てのための施設等利用給付
• 施設等利用給付認定業務
• 施設等利用給付業務

〇地域子ども・子育て支援事業
（主に保育所等において実施されるものに限る）
• 利用申請業務 等

〇監査
• 施設監査
• 確認指導監査
• 業務管理体制の整備に関する検査

〇その他
• 自治体間連携業務 等

成果物
業務フロー図、事務フローチャート、データフ
ロー図、データセット、マスタ（各種業務の判断
ロジック）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

実態調査の実施

成果物原案の
作成

協議会の開催

全国意見照会の実施

最終
とりまとめ

中間
とりまとめ

TYPE S（保活ワンストップ）

WG（保活 ・給付 ・監査）の開催

協議会の開催 協議会の開催

TYPE S（保育業務ワンスオンリー） 9

【スケジュール】 ※今後、変更になる可能性がある。

⚫ 対象業務としては、左下の業務・手続が考えられるが、今後の検討に当たって
は、優先順位を定めつつ進めていく必要。まずは、 「保活」 、「子どものための
教育・保育給付」、「子育てのための施設等利用給付」及び「監査」について
成果物原案を作成。

⚫ なお、給付と保活の双方に関連する業務・手続もあるため、全体像を踏まえつ
つ、各WGにおいて今後検討を進め、協議会で諮る。

➢ 地方自治体において行われている業務の実態調査を行い、業務プロセス、事
務フロー、データフロー、データセット、マスタの原案を作成する。

➢ 地方自治体・ベンダー等からなる協議会を開催し、標準的な業務プロセス、事
務フロー、データフロー、データセット、マスタについて合意を得る。合意形成の過
程では、全国の地方自治体への意見照会を実施する。



（１）保育ＤＸの全体像について

（２）本調査研究事業について

➢ （３）協議会の開催について

（４）検討の視点について
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保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会の開催について

子育て関連事業者・地方自治体等の事務負担軽減や保護者の利便性向上、ひいては保育の質の向上に向けて、保育分野における手続・業務について、その実態を把握
するとともに、ICTを活用した保育業務のワンスオンリー、保活ワンストップの実現を見据え、標準的な業務プロセスや、事務フロー・データフロー・データセット・マスタ等について検
討を行うため、こども家庭庁「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業」（以下「本調査研究事業」という。）の一環として、保育分野における事務フロー・データセット
等に関する協議会（以下「協議会」という。）を開催する。

（１）協議会は、本調査研究事業の受託事業者（EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社。以下単に「受託事業者」という。）がこども家庭庁と協議の上、委嘱
する有識者及び自治体関係者等をもって構成する。 
（２）協議会の座長（以下「座長」という。）は、構成員の中から、受託事業者がこども家庭庁と協議の上、指名する。 
（３）座長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

（１）座長は、「３．検討事項」に係る専門的な検討を行うため、検討会の下にワーキング・グループを開催することができる。
（２）ワーキング・グループは、受託事業者がこども家庭庁と協議の上、委嘱する有識者及び自治体関係者等をもって構成する。 

令和６年６月１８日～令和７年３月３１日

（１）協議会及びワーキング・グループの庶務は、こども家庭庁及びこども家庭庁の指示を受けて受託事業者において処理する。
（２）協議会及びワーキング・グループは、自由闊達な議論を促す観点から、原則として非公開とするが、協議会並びにワーキング・グループの資料及び議事概要は、発言者
名等を付さない形で後日ホームページにおいて公開する。ただし、座長が特に必要と認めるときは、資料及び議事概要の全部又は一部を公表しないものとすることができる。 
（３）この決定に定めるもののほか、協議会及びワーキング・グループの運営に関する事項その他必要な事項は、座長がこども家庭庁及び受託事業者と協議の上定める。  

６．その他

１．目的

２．協議会の構成等

４．ワーキング・グループの開催等

５．開催期間

（１）地方自治体や保育施設等における給付・監査・保活等の事務・手続の実態を踏まえた課題の検討

（２）保育分野における標準的な業務プロセス、事務フロー・データフロー・データセット・マスタ等の検討
（３）保育分野における事務のデジタル化及びそのために必要な共通基盤の在り方の検討

（データベースの構築主体、各種ICTツールとのデータ連携を可能とする標準規格、ユーザーインターフェースの仕様） 等

３．検討事項
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松浦 里美  静岡市子ども未来局幼保支援課課長
菅江 正幸  山形市こども未来部保育育成課課長
飯嶋 登志伸 板橋区役所子ども家庭部保育サー

  ビス課課長
氏福 達也  長崎県東彼杵町こども健康課課長
和田 雅人  富士通Japan株式会社（一般社団

 法人こどもDX推進協会 正会員）
 Public & Education事業本部社会
 保障サービス事業部マネージャー

 星加 良   株式会社コドモン（一般社団法人
 こどもDX推進協会 施設DX委員）
社長室 兼 プロダクト開発部プロダクトマ

  ネージャー

中坪 幸恵 長野県県民文化部こども若者局こども・家庭課
  課長

槙村 瑞光 横浜市こども青少年局保育・教育部保育・教
育給付課長

福島 透  千葉県松戸市子ども部保育課保育運営担当
 室室長

野崎 孝幸 埼玉県上尾市子ども未来部部長

河上 明恵 栃木県芳賀郡茂木町保健福祉課福祉係副
主幹

髙石 尚和 キッズコネクト株式会社（一般社団法人こども  
DX推進協会 給付DX分科会員）代表取締役

大森 啓太     岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社    
（一般社団法人こどもDX推進協会 給付DX分科
会員）こども未来部本部長

高井 公知 東京都福祉局指導監査部指導第
 二課長

川越 信一郎 福岡県福祉労働部子育て支援課
長

西尾 由輔  京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ
創造推進室監査担当部長

池田 真樹  島根県松江市こども子育て部こども   
政策課長

髙橋 直道    埼玉県新座市こども未来部保育課
運営支援係主事

村松 輝将 荒川区子ども家庭部指導監査担当
課長

髙石 尚和 キッズコネクト株式会社（一般社団
法人こどもDX推進協会 施設DX委           
員）代表取締役

吉田 正幸  株式会社保育システム研究所代表
畑中 洋亮  一般財団法人GovTech東京業務執行理事、こども家庭庁参与
奈良田 剛志 川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第１課担当課長
平野 裕見子 北海道函館市子ども未来部子どもサービス課課長
林 真也 山口県周南市こども未来部次長兼こども保育課課長
藪井 幹久   愛知県知多郡美浜町厚生部健康・子育て課課長
伊藤 唯道   全国保育協議会副会長
安本 照正   全日本私立幼稚園連合会評議員
篠崎 直人   特定非営利活動法人全国認定こども園協会理事
岩田 孝一 日本電気株式会社（一般社団法人こどもDX推進協会 正会員）社会公共インテグレーション統括部

シニアプロフェッショナル
柿沼 祐司 富士通Japan株式会社（一般社団法人こどもDX推進協会 正会員）Public & Education事業本部社会保障サービス

事業部シニアマネージャー
小池 義則 一般社団法人こどもDX推進協会代表理事 （オブザーバー）文部科学省初等中等教育局幼児教育課

保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会の構成員（案）

保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会
・標準的な業務プロセス、事務プロセス・データセット等の全体像の検討

給付ワーキング・グループ
・施設型給付、施設等利用給付等に係る検討
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監査ワーキング・グループ
・施設監査、確認監査関係等に係る検討

保活ワーキング・グループ
・保育所等入所申請業務関係等に係る検討



（１）保育ＤＸの全体像について

（２）本調査研究事業について

（３）協議会の開催について

➢ （４）検討の視点について
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保育DX 検討の視点について

バリュー

ミッション

保育現場がこ
どもと向き合う
時間の確保

自治体職員が
保育の質に関わ
る業務に注力

保護者の保活に
関する負担軽減

ビジョン

保育業務ワンスオン
リーや保活ワンストッ
プのための基盤整備

業務プロセスや
データの標準化

ICT環境整備
（DXの前提）

データでつながる アジャイル思考で改善ステークホルダーとともに利用者目線で

B市

A市

C市

共通
部分

プラットフォーム
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国として整備する基盤（施設管理PF）のデザインについて①
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➢保育施設等からみた現在の課題（ BEFORE ）と施設管理PF構築後（AFTER）のイメージをまとめると、以下のとおり。
 ※本資料は、あくまでもゴールイメージを関係者が共有する観点から分かりやすく示したものであり、具体的な内容は今後要精査。

※デザインはあくまでもイメージです。

AFTER（施設）

データ再入力不要
-----------------------------

一度入力した情報をシス
テム間で連携することで、
再入力が不要になります。

様式の統一化
------------------------------

最小限必要なデータ項目で
標準化を行うことで、PFを
利用する自治体間では同一
様式で出力可能となります。

B市

A市

C市

多くの
書類作成…

自治体ごとに
違う様式

重複した項目
を何度も作業

BEFORE （施設）

POINT①

施設管理PF
入力フォーム

施設管理PF

POINT②

施設自治体

施設管理PF

施設自治体
メールで送る書類や直接役
所で提出する書類がある。

施設管理PFにて一括管理！

一連の業務がデジタル完結
------------------------------------------------------------------

施設管理PF上で一連の業務をデータでやり取りを行
うことができるため、施設や自治体で紙でのやり取り
をなくし、画面上で審査・確認が可能になります。

POINT③

保育施設等

施設管理PF

※入力項目は
最小限に

保育ICT
システム連携

子ども・子育て
支援システム連携



国として整備する基盤（施設管理PF）のデザインについて②
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BEFORE（自治体）

自治体

AFTER（自治体）

入力作業が大変…
記入漏れ等が
あれば施設に連絡

エラーチェック
----------------------------

入力内容をプログラムで
チェックし、誤入力や記
載漏れを防止できます。

自動計算・自動審査
----------------------------

自動計算又は自動審査機
能により、自治体の確認
の業務負担を軽減します。

施設管理PF

自動計算・自動
審査マスタ

入力に誤りがあります！

POINT①

POINT②

➢自治体からみた現在の課題（ BEFORE ）と施設管理PF構築後（AFTER）のイメージをまとめると、以下のとおり。
 ※本資料は、あくまでもゴールイメージを関係者が共有する観点から分かりやすく示したものであり、具体的な内容は今後要精査。

※デザインはあくまでもイメージです。

施設自治体

施設管理PF

施設自治体
メールで送る書類や直接役
所で提出する書類がある。

施設管理PFにて一括管理！

一連の業務がデジタル完結
------------------------------------------------------------------

施設管理PF上で一連の業務をデータでやり取りを行
うことができるため、施設や自治体で紙でのやり取り
をなくし、画面上で審査・確認が可能になります。

POINT③



子ども・子育て
支援システム連携

保育ICT
システム連携

施設管理PF
入力フォーム

施設職員

成果物①

データセット

自動計算
申請・請求データ生成

成果物②
自動計算処理
（マスタ）

自治体職員

データ
参照

申請

申請・請求データ
自動作成
（標準仕様帳票の項目に準拠）

承認通知・再申請依頼

審査結果
登録

自動計算に使う項目と算定式
を基に自動計算処理を決定

一覧化された項目を基に
入力画面イメージを決定

入力

出力画面

データセット：申請書や
請求書等の必要なデータ
項目を整理する役割。

マスタ：自動計算に必要なデータ
項目と判定条件を整理する役割。

入力画面

国基盤と成果物との関係のイメージについて①

データセット マスタ データフロー図 業務フロー図 システム構成図調査研究事業の成果物：
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➢国で今後整備する基盤と本調査研究事業の成果物との関係のイメージは、以下のとおり。
 ※本資料は、あくまでも両者の関係のイメージを分かりやすく示したものであり、具体的な内容は今後要精査。



データセット マスタ データフロー図 業務フロー図 システム構成図

成果物④

業務フロー図
成果物⑤

システム構成図

成果物③

データフロー図
データフロー図：データの流れとデータ間
の関連性を示す役割。実装に必要。

システム構成図：システム間の関連性とネットワーク領
域を示した最終的なシステム全体の図。実装に必要。

業務フロー図：業務の一連の流れを
整理する役割。実装に必要。

調査研究事業の成果物：
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➢国で今後整備する基盤と本調査研究事業の成果物との関係のイメージは、以下のとおり。
 ※本資料は、あくまでも両者の関係のイメージを分かりやすく示したものであり、具体的な内容は今後要精査。

国基盤と成果物との関係のイメージについて②


